
議案第  １１８  号  

 

 

   流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  平成２５年１２月６日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  自転車駐車場を新設等するとともに、新設等する自転車駐車

場の使用料に消費税及び地方消費税を適切に転嫁するためであ

る。  

 



   流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例  

第１条  流山市自転車駐車場条例（平成２０年流山市条例第１７号）の

一部を次のように改正する。  

 附則第３項中  

 「  

東深井自転車駐車場  

流山市東深井２０３番地の１  

４，８００  ２，４００  ９，６００  

                                」  

を削る。  

 
別表第１  

鰭ヶ崎駅自転車駐車場  
の項の次に次のように加  

 流山市鰭ケ崎１４４０番地の１  

  える。    

 運河駅東口自転車駐車場  

流山市東深井４３６番地の３ 

４，８００  ２，４００  ９，６００   

 

第２条  流山市自転車駐車場条例の一部を次のように改正する。  

 附則第３項及び第４項を削る。  

 
別表第１  

運河駅東口自転車駐車場  
の項の次に次のように加え  

 流山市東深井４３６番地の３  

る。  

 運河駅西口自転車駐車場  

流山市東深井３７３番地の１  

４，９３７  ２，４６８  ９，８７４   

  

 
別表第１  

運河駅第１自転車駐車場  

流山市東深井３７３番地の２  
の項を次のように改める。  

 

 運河堤防第２自転車駐車場  

流山市東深井４３９番地  

４，９３７  ２，４６８  ９，８７４   

 

 
別表第１  

運河駅第２自転車駐車場  

流山市東深井３８４番地の３  
の項を削る。  

 

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第１条並

びに附則第３項及び第４項の規定は、公布の日から施行する。  

 （消費税及び地方消費税の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例



の一部改正）  

２  消費税及び地方消費税の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

（平成２５年流山市条例第   号）の一部を次のように改正する。  

  第１９条中「別表第１」を「別表第１（運河駅第１自転車駐車場及

び運河駅第２自転車駐車場に係る部分を除く。）」に改める。  

 （経過措置）  

３  第１条の規定の施行の際、同条の規定による改正前の流山市自転車

駐車場条例（以下この項において「第１条による改正前の条例」とい

う。）の規定に基づき東深井自転車駐車場について定期使用の許可を

受けている者が、同条の規定による改正後の流山市自転車駐車場条例

（以下この項において「第１条による改正後の条例」という。）に基

づく運河駅東口自転車駐車場（以下「運河駅東口自転車駐車場」とい

う。）を引き続き使用する場合は、第１条による改正後の条例第６条

第１項の許可及び第１条による改正前の条例の規定により東深井自転

車駐車場について使用料（指定管理者が管理する場合においては利用

料金）の納入があるときは、その限りにおいて、運河駅東口自転車駐

車場について第１条による改正後の条例の規定に基づく使用料（指定

管理者が管理する場合においては利用料金）の納入があったものとみ

なす。  

４  前項に定めるもののほか、運河駅東口自転車駐車場の使用に関する

手続については、市長が別に定める。  

５  第２条の規定による改正後の流山市自転車駐車場条例別表第１の規

定は、平成２６年４月１日以後の駐車場の使用について適用し、同日

前の駐車場の使用については、なお従前の例による。  



議案第  １１９  号  

 

 

   指定管理者の指定等について  

 流山市自転車駐車場の新設等による管理の内容の変更に伴い、指定管

理者の指定の期間（平成２４年１２月１７日議決）を変更するとともに、

新たに指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  平成２５年１２月６日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  指定管理者の指定期間の変更  

（１）管理を行わせている公の施設の名称  

   流山市自転車駐車場  

（２）指定管理者  

   流山市東初石３丁目１０３番地の１８  

   公益社団法人流山市シルバー人材センター  

   会長  紅谷  幸夫  

（３）指定の期間  

   変更前  平成２５年３月１日から平成２８年３月３１日まで  

   変更後  平成２５年３月１日から流山市自転車駐車場条例の一部  

を改正する条例（平成２５年流山市条例第  号）第１条の  

規定の施行の日の前日まで  

２  指定管理者の指定  

（１）管理を行わせる公の施設の名称  

   流山市自転車駐車場  

（２）指定管理者となる団体  

   流山市東初石３丁目１０３番地の１８  

   公益社団法人流山市シルバー人材センター  

   会長  紅谷  幸夫  

（３）指定の期間  

流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例（平成２５年流山  



市条例第  号）第１条の規定の施行の日から平成２８年３月３１日  

まで  


